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○４番（諏訪一則議員） ４番諏訪一則でございます。議長にお許しをいただきましたので，通

告順に従い質問いたします。 

 現在，核家族化，高齢者社会，地域社会で個々の人のつながりの希薄化が叫ばれてばれていま

す。子育てに悩むお母さん，ひとり暮らしになってしまった高齢者，また，重い障害を持つ人な

ど，社会的な弱者が地域で孤立することがないよう，優しく支援の手を差し伸べているのが民生

委員の皆様です。 

 民生委員の皆様は，住民の最も身近なところで活動する地域福祉の中心的な担い手として，極

めて重要な役割を担っております。今，ますます需要が増しており，その役割を果たしていただ

いていくためには，民生委員の皆様の活動と市の地域福祉への取り組みの連携が重要であり，ひ

とり暮らしの高齢者や身体障害者，ひとり親家庭などの身近な相談相手として，地域を支えてい

く力となっていただいております。 

 民生委員制度は，前身となる方面委員制度が大正７年に大阪の地で誕生してから，平成３０年

に１００周年を迎え，制度がスタートしてから１００年を超えた今も，特別職の非常勤地方公務

員として，地元に根差し，住民の課題を受けとめ，行政につないでいただいています。 

 民生委員の皆様の活動は，地域における調査，実態把握，生活困窮者などの相談支援，要支援

者の見守り，訪問，要保護児童の発見，通告など，多岐にわたる地域福祉の活動を行っておりま

す。 

 少子化が進行する中，市民生活の価値感の多様化により，地域社会のあり方も大きく変わり，

役割は地域に暮らす人々のよき相談相手となるばかりでなく，高齢者の孤独死や児童虐待，配偶

者等からの暴力といった新たな社会的課題に対応を求められ，要支援者のために地域行政や関係

機関との連携，調整役として重責を担い，日々市民のために活動していただいています。 

 近年，高齢者を取り巻く社会問題として，孤独死，孤立死や振り込め詐欺，高齢者宅押し込み

強盗，高齢者虐待などの深刻なニュースが数多く報道されています。このように，高齢者の見守

り活動は必要性が高く，介護とともに，高齢者福祉施策の中でも特に重要であると考えます。 

 高齢者の見守りで１番のかぎとなる人物は民生委員の皆様です。児童虐待，高齢者虐待，子ど

もの貧困，ひきこもり，認知症，自殺等の要因の一つが地域からの孤立と推測されている，その

ような時代であるからこそ，身近な民生委員の皆様の活躍が生活の安全網となり，安全や安心を

提供する役目を果たしております。昨年１２月には民生委員が一斉に改選されましたが，民生委

員の皆様の支援活動は増える一方であり，加えて，なり手不足の問題となっております。 

 そこで，民生委員の役割となり手不足という課題について，１つ，民生委員の任用の仕組みに

ついて伺います。 

 ２つ目，民生委員の活動状況について伺います。 

 ３つ目，本市の充足率について伺います。 

 ４つ目，なり手が不足している現状を市としてどのように考えているのかについて伺います。 

 ５つ目，民生委員の活動費について伺います。 

 以上，１問，５点についてお伺いし，１回目の質問を終わりにいたします。ご答弁のほどよろ
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しくお願いいたします。 

○成井小太郎議長 答弁を求めます。保健福祉部長。 

〔岡部光洋保健福祉部長 登壇〕 

○岡部光洋保健福祉部長 民生委員の現状と課題について，民生委員の役割となり手不足という

課題についての５点のご質問にお答えいたします。 

 まず，民生委員の任用の仕組みについてでございますが，民生委員は，「民生委員法」第５条

の規定に基づき，都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣から委嘱されています。その人選に

ついては，市から各町会へ地域で活動いただく民生委員候補者の推薦を依頼しまして，各町会か

ら民生委員の候補者の推薦をいただいておりまして，候補者につきましては，市の民生委員推薦

会での審議を行った後，県へ推薦をし，県及び国での審議等を経て，厚生労働大臣から委嘱を受

けることとなります。なお，民生委員は「児童福祉法」に基づく児童委員を兼ねており，主たる

業務としまして，児童に関することを専門に行う主任児童委員が別に委嘱されてございます。 

 ２点目の民生委員の活動状況についてでございますが，民生委員の職務については「民生委員

法」第１４条に，また，児童委員，主任児童委員につきましては「児童福祉法」第１７条に規定

されておりますが，少子・高齢化等により地域のつながりが薄れつつある中，高齢者や障害のあ

る方，子育てや介護している方などが周囲に相談できず孤立してしまうことのないよう，地域の

身近な相談相手，支援者として重要な役割を担っております。 

 具体的には，安否確認などの活動を通しまして，住民の実態やニーズを日常的に把握したり，

介護や子育て等に関する相談を受けたり，福祉支援等のサービスに関する情報を提供したり…… 

○成井小太郎議長 暫時休憩します。暫時休憩。 

[マイク不具合のため暫時休憩をする] 

午後１時３５分休憩 

            ─────────────────── 

午後１時３６分再開 

○成井小太郎議長 再開します。 

○岡部光洋保健福祉部長 失礼いたしました。２点目の部分からご答弁申し上げます。 

 ２点目の民生委員の活動状況についてでございますが，民生委員の職務につきましては，「民

生委員法」第１４条に，また，児童委員，主任児童委員につきましては「児童福祉法」第１７条

に規定されておりますが，少子・高齢化等により地域のつながりが薄れつつある中，高齢者や障

害のある方，子育てや介護している方などが周囲に相談できず孤立してしまうことのないよう，

地域の身近な相談相手支援者として重要な役割を担っております。 

 具体的には，安否確認などの活動を通して，住民の実態やニーズを日常的に把握したり，介護

や子育て等に関する相談を受けたり，福祉支援等のサービスに関する情報を提供したり，関係機

関との連携や協力など多岐にわたり，平成３０年度の１年間の総活動件数は２万 2,６６４件で，

そのうち，相談支援については 2,２４９件であり，民生委員児童委員１人のひと月当たりの平均

活動日数は１1.８日となってございます。 
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 ３点目の本市での充足率についてでございますが，本市の民生委員児童委員の定数は，主に各

地域で活動する地区担当が１３１名，主任児童委員が８名で，合計１３９名となってございます。

昨年１２月の一斉改選で，地区担当１２６名，主任児童委員８名の方が委嘱され，現在，地区担

当が５名欠員となっており，充足率は９6.４％でございます。欠員地区につきましては，引き続

き町会へ推選依頼をしているところでございます。 

 ４点目のなり手が不足している現状を市としてどのように考えているのかについてでございま

すが，民生委員児童委員は，高齢化が急速に進む中，地域福祉のキーパーソンとして非常に重要

な役割を担っていることから，委員の活動での困り事に対応するため，民生委員児童委員協議会

活動を支援するとともに，活動の下支えに努めており，さらには，民生委員がチームの一員とな

って担当地区をカバーする体制である，ふれあいネットワークの充実に努めているところであり

ます。 

 また，民生委員児童委員の配置でございますけれども，委員の活動の平準化という面から，人

口，世帯数，高齢者数，地形的なことなど，いろいろな条件を勘案いたしまして，令和４年１２

月の次回の改選までに各地区民生委員児童委員協議会及び関係機関等と協議しながら検討してま

いりたいと考えております。 

 ５点目の民生委員の活動費についてでございますが，委員は「民生委員法」第１０条におきま

して給与を支給しないと定められており，原則無報酬となっておりまして，委員活動に係るガソ

リン代や電話代等の実費弁償として活動費が支給されており，県を通して国から委員１人当たり

年額５万 9,０００円，会長１人当たり年額 8,０００円，合計で８２３万 3,０００円が民生委員

児童委員協議会委員に対しまして支給されてございます。また，市の補助金といたしまして，各

地区民生委員児童委員協議会に対し，委員１人当たり年額１万 3,５００円と，民生委員児童委員

協議会の運営活動に必要な経費といたしまして年額１８万 5,０００円，合計で２６１万 8,０００

円を支給してございます。このほか，民生委員児童委員協議会が行う研究協議等のための経費と

いたしまして，県から活動費補助金が定数割で委員１人当たり 2,６６０円，合計で３６万 9,７４

０円が交付されてございます。 

○成井小太郎議長 諏訪議員。 

〔４番 諏訪一則議員 質問者席へ〕 

○４番（諏訪一則議員） ただいまはご答弁いただき，大変ありがとうございました。 

 それでは２回目の質問をさせていただきます。 

 ②の活動状況の中で，答弁の中で，関係機関との連携との説明がありましたが，その地域の障

害者や高齢者，支援を必要とする方に対する関係機関との情報共有についてどのようにされてい

るのか，お伺いいたします。 

○成井小太郎議長 保健福祉部長。 

○岡部光洋保健福祉部長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 民生委員児童委員につきましては，地域の町会組織との連携はもちろんでございますけれども，

それぞれの地域の学校と，約年２回程度でございますけれども，懇談会を開催しまして，児童生
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徒に関する情報交換等を行ってございます。また，市障害者自立支援協議会，それから地域包括

支援センター，また，市子ども・子育て会議，それから，市社会福祉協議会等の組織の委員とし

て参画をしておりまして，市の施策等に対しまして，必要な地域の情報，意見等をいただきなが

ら，情報の共有を図っているところでございます。 

 以上でございます。 

○成井小太郎議長 諏訪議員。 

○４番（諏訪一則議員） ありがとうございました。理解いたしました。 

 民生委員の皆様の活動は地道な活動も多い中，住民一人ひとりが担い手となり，支え合い，地

域づくりを求められており，より一層の地域での支え合い意識を醸成し，共有する中から民生委

員の皆様のなり手を見出していく必要があると思います。交通費や文具代，連絡通信費などの実

際にかかる経費と比較すると，必ずしも十分な水準ではないと考えます。 

 次回の民生委員の改選は令和４年１２月１日となっておりますので，民生委員の皆様の活動し

やすい体制づくりを要望しまして，私，諏訪一則の一般質問を終わりにいたします。 


